
四日市市組織機構の改編に伴う整備規則をここに公布する。 

平成３０年３月３０日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第２５号 

   四日市市組織機構の改編に伴う整備規則 

（四日市市災害対策本部に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 四日市市災害対策本部に関する条例施行規則（平成２０年四日市市規則第６

２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第１（第５条及び第６条関係） 

部名 部長 班名 班長 所掌事務 

 （略） 

緊急部 危 機 管

理監 

緊急班 危機管理室長 （略） 

政 策 推

進部 

政 策 推

進部長 

秘書国際班 秘書国際課長 １から９まで （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

本部連絡班 政策推進課長 

中央連絡班 東京事務所長 

 （略） 

財 政 経

営部 

財 政 経

営部長 

財政班 財政課長  （略） 

第１避難対策班 収納推進課長 

第２避難対策班 市民税課長 

第３避難対策班 資産税課長 

第４避難対策班 行財政改革課長 

管財班 管財課長 

 （略） 

こ ど も

未来部 

 （略） 

シ テ ィ

プ ロ モ

シ テ ィ

プ ロ モ

報道広報班 広報マーケティ

ング課長 

１ 災害記録の報道に

関すること。 



ー シ ョ

ン部 

ー シ ョ

ン部長 

（広報マーケテ

ィング課） 

（観光交流課） 

２ 報道機関等の連絡

調整に関すること。 

３ 部の所管する施設

の災害防御及び被害

調査に関すること。 

商 工 農

水部 

商 工 農

水部長 

商工班 商工課長 

（商工課） 

 （略） 

農水振興班 農水振興課長 

けいりん事業班 けいりん事業課

長 

環境部 環 境 部

長 

環境保全班 環境保全課長 １及び２ （略） 

３ 死体の火葬及び埋

葬に関すること。 

４から６まで （略） 

生活環境班 生活環境課長 

第１ごみ収集班 南部清掃事業所

長 

第２ごみ収集班 北部清掃事業所

長 

 （略） 

住 宅 対

策部 

都 市 整

備部長 

第１住宅対策班 都市計画課長 １ 被災住宅及び被災

宅地に関する市民か

らの情報収集及び応

急支援措置に関する

こと。 

２ 被災建築物応急危

険度判定実施本部及

び被災宅地危険度判

定実施本部の設置に

関すること。 

３及び４ （略） 

第２住宅対策班 建築指導課長 

第３住宅対策班 開発審査課長 

第４住宅対策班 営繕工務課長 

第５住宅対策班 市営住宅課長 

第６住宅対策班 資産税課長 

ス ポ ー

ツ ・ 国

体 推 進

ス ポ ー

ツ ・ 国

体 推 進

スポーツ施設班 スポーツ課長 

（スポーツ課） 

（国体推進課） 

１ スポーツ施設及び

設備の災害防御及び

被害調査に関するこ



部 部長 と。 

２ スポーツ施設によ

る避難場所の応急供

用及び避難所の管理

に関すること。 

会 計 管

理室 

 （略） 

 （略） 

教 育 委

員会 

教育長 教育総務班 教育総務課長 （略） 

教育施設班 教育施設課長 

第１学校教育班 学校教育課長 

第２学校教育班 指導課長 

人権教育班 人権・同和教育

課長 

社会教育班 社会教育課長 

教育支援班 教育支援課長 

 （略） 
 

備考  

１ （略） 

２ 住宅対策部については、被害の発生が予想される場合又は被害が発生した場合に

設置するものとする。 

 

改正前 

別表第１（第５条及び第６条関係） 

部名 部長 班名 班長 所掌事務 

 （略） 

緊急部 市 長 特

命 

緊急班 市長特命 （略） 

政 策 推

進部 

政 策 推

進部長 

秘書班 秘書課長 １から９まで （略） 

１０ 災害記録の報道

に関すること。 

本部連絡班 政策推進課長 

中央連絡班 東京事務所長 



報道広報班 広報広聴課長 １１ 報道機関等の連

絡 調 整 に 関 す る こ

と。 

１２ （略） 

１３ （略） 

 （略） 

財 政 経

営部 

財 政 経

営部長 

財政経営班 財政経営課長  （略） 

第１避難対策班 収納推進課長 

第２避難対策班 市民税課長 

第３避難対策班 資産税課長 

管財班 管財課長 

 （略） 

こ ど も

未来部 

 （略） 

商 工 農

水部 

商 工 農

水部長 

商工班 商工課長 

（商工課） 

（観光・シティ

プロモーション

課） 

 （略） 

農水振興班 農水振興課長 

けいりん事業班 けいりん事業課

長 

環境部 環 境 部

長 

環境保全班 環境保全課長 １及び２ （略） 

３ 死体の処理に関す

ること。 

４から６まで （略） 

生活環境班 生活環境課長 

第１ごみ収集班 南部清掃事業所

長 

第２ごみ収集班 北部清掃事業所

長 

 （略） 

住 宅 対

策部 

都 市 整

備部長 

第１住宅対策班 都市計画課長 １ 被災住宅に関する

市民からの情報収集第２住宅対策班 建築指導課長 



第３住宅対策班 開発審査課長 及び応急支援措置に

関すること。 

２ 被災建築物応急危

険度判定本部の設置

に関すること。 

３及び４ （略） 

第４住宅対策班 営繕工務課長 

第５住宅対策班 市営住宅課長 

第６住宅対策班 資産税課長 

会 計 管

理室 

 （略） 

 （略） 

教 育 委

員会 

教育長 教育総務班 教育総務課長 （略） 

第１教育施設班 教育施設課長 

第２教育施設班 スポーツ課長 

（スポーツ課） 

（国体推進課） 

第１学校教育班 学校教育課長 

第２学校教育班 指導課長 

人権教育班 人権・同和教育

課長 

社会教育班 社会教育課長 

教育支援班 教育支援課長 

 （略） 
 

備考  

１ （略） 

２ 住宅対策部については、市の区域に震度５（弱）以上の地震が発生した場合に限

り設置するものとする。 

 

（四日市市公印規則の一部改正） 

第２条 四日市市公印規則（昭和３４年四日市市規則第８号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 



別表（第４条関係） 

種

類 

名称 寸法ミ

リメー

トル 

ひな形 

（別

掲） 

書体 使用区分 公印管守

課 

個

数 

（略） 

職

印 

四日市市長印 方２４ １８ 古印 褒章状、表彰状 秘書国際

課 

１ 

（略） 

 〃 方２１ ２０ 〃 地方債に関する

文書 

財政課  

（略） 

 南部分署専用

四日市市南消

防署長印 

 （略） 

 北部分署専用

四日市市北消

防署長印 

方２１ ５４の

７ 

〃 北部分署に

おいて北消

防署長名を

もってする

文書 

北部分署 １ 

 防災教育セン

ター所長印 

 （略） 

（略） 
 

 

改正前 



別表（第４条関係） 

種

類 

名称 寸法ミ

リメー

トル 

ひな形 

（別

掲） 

書体 使用区分 公印管守

課 

個

数 

（略） 

職

印 

四日市市長印 方２４ １８ 古印 褒章状、表彰状 秘書課 １ 

（略） 

 〃 方２１ ２０ 〃 地方債に関する

文書 

財政経営

課 

 

（略） 

 南部分署専用

四日市市南消

防署長印 

 （略） 

 防災教育セン

ター所長印 

 （略） 

（略） 
 

 

改正後 

別掲 

１から５４の５まで （略） 

５４の６ ５４の７ ５５ 

 
 

四

日

市 

 

市 

北 

消 

 

防

署

長 

北部分署専用  

５６から６６まで （略） 

備考 （略） 

 



改正前 

別掲 

１から５４の５まで （略） 

５４の６ ５５ 

 
 

５６から６６まで （略） 

備考 （略） 

 

（四日市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正） 

第３条 四日市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則（平成１７

年四日市市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（教育長等の補助執行事務） （教育長等の補助執行事務） 

第８条 教育委員会の事務局職員に補助

執行させる事務は、次に掲げるとおり

とする。 

第８条 教育委員会の事務局職員に補助

執行させる事務は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関

する予算に係る支出負担のうち次に

掲げるものを除く事務 

(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関

する予算に係る支出負担のうち次に

掲げるものを除く事務 

ア ５００万円以上の工事の執行及

び工事等の受託の決定に関するも

の 

ア ５００万円以上の工事の執行及

び工事等の受託の決定に関するも

の（四日市市教育委員会事務局処

務規則（昭和３９年四日市市教委

規則第１０号）に規定する国体推

進課の事務分掌による工事の執行

を除く。） 



イからエまで （略） イからエまで （略） 

(2)から(7)まで （略） (2)から(7)まで （略） 

 

（四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 四日市市職員の旅費に関する条例施行規則（昭和３８年四日市市規則第１１

号）の一部を次のように改正する。 

 

第１号様式を次のように改める。 



第１号様式（第４条関係） 

旅 行 命 令 簿 
発行年月日 
   ・   ・   

 年度 

 会計 命 令 合 議 

 決裁
区分 

市長 副 市
長 

部長 財 政
課長 

財政課 款（   ） 

項（   ） 
次
長 

課
長 

主管課 公 所
長 

人 事
課長 

人事課 

目（   ） 

 
概 算 額 精 算 額 差 引 額  節（   ） 

円 円 追加請求   円 
戻 入 事業

コード 
旅行先  

支払期限 
 ・ ・   旅行の目的 

具体的に
記入する
こと。  

 

 

旅

行

区

分 

□公用車 

旅行者 職名 職級 職員番号 
氏 名      印 

□航空機 旅行日 
   ・   ・   ～   ・   ・   

月

日 

発 

着 

路

程 

路

線 

運

賃 

特・
急行
料 

特別
車両
料金 

日 

当 
宿 泊 料 

□
打切り

旅 費
  

 

～ 

㎞  円 円 円 日

 

１日  

円

甲地方 

夜 

１夜 円 

 

乙地方 

夜 

１夜 円 

□
運賃別

途支出
 

       

       
（注） 
１ 依頼書等のあ
る場合は、添付
すること。 

２ 差引額欄は、
差引額が０以外
の場合追加請
求、戻入のいず
れかを○で囲む
こと。 

 

       

       

       

概算額      

精算額      

過不足の理由 
     

主管課公所名 

（内線） 

備考 

 



（四日市市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正） 

第５条 四日市市予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年四日市市規則第２０

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（予算に関する見積書） （予算に関する見積書） 

第６条 部局の長は、前条の予算編成方

針に基づき次の各号に掲げる予算に関

する見積書のうち必要な書類を作成

し、財政経営部長の定める期日までに

財政課長を経て財政経営部長に提出す

るものとする。 

第６条 部局の長は、前条の予算編成方

針に基づき次の各号に掲げる予算に関

する見積書のうち必要な書類を作成

し、財政経営部長の定める期日までに

財政経営課長を経て財政経営部長に提

出するものとする。 

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（予算の調整） （予算の調整） 

第９条 財政課長は、第６条の規定によ

り提出された予算に関する見積書を調

査し、意見を付して財政経営部長に提

出するものとする。 

第９条 財政経営課長は、第６条の規定

により提出された予算に関する見積書

を調査し、意見を付して財政経営部長

に提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（予算の執行制限） （予算の執行制限） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 事業の性質上第２項及び第３項の規

定によりがたいときは、財政課長及び

財政経営部長を経て市長の決裁を受け

て執行することができる。 

４ 事業の性質上第２項及び第３項の規

定によりがたいときは、財政経営課長

及び財政経営部長を経て市長の決裁を

受けて執行することができる。 

  

（配当変更、配当替等） （配当変更、配当替等） 



第１８条 部局の長は、予算の補正又は

特別の事由により歳出予算の配当変更

又は配当替を必要とするときは、歳出

予算配当変更要求書（第５号様式）又

は予算配当替要求書（第６号様式）を

作成し、財政課長を経て財政経営部長

に提出するものとする。 

第１８条 部局の長は、予算の補正又は

特別の事由により歳出予算の配当変更

又は配当替を必要とするときは、歳出

予算配当変更要求書（第５号様式）又

は予算配当替要求書（第６号様式）を

作成し、財政経営課長を経て財政経営

部長に提出するものとする。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  

（歳出予算の流用） （歳出予算の流用） 

第１９条 部局の長は、予算に定める歳

出予算の各項の流用又は配当予算の目

又は節間の流用を必要とするときは、

予算流用要求書（第７号様式）を作成

し、財政課長を経て財政経営部長に提

出するものとする。ただし、同一細々

目内（第２１条各項に掲げる支出科目

は除く。）についてはこの限りではな

い。 

第１９条 部局の長は、予算に定める歳

出予算の各項の流用又は配当予算の目

又は節間の流用を必要とするときは、

予算流用要求書（第７号様式）を作成

し、財政経営課長を経て財政経営部長

に提出するものとする。ただし、同一

細々目内（第２１条各項に掲げる支出

科目は除く。）についてはこの限りで

はない。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  

（予備費の充用） （予備費の充用） 

第２０条 部局の長は、歳出予算外の支

出又は歳出予算超過の支出を必要とす

るときは、予備費充用要求書（第８号

様式）を財政課長を経て財政経営部長

に提出するものとする。 

第２０条 部局の長は、歳出予算外の支

出又は歳出予算超過の支出を必要とす

るときは、予備費充用要求書（第８号

様式）を財政経営課長を経て財政経営

部長に提出するものとする。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  

（歳出予算流用の制限） （歳出予算流用の制限） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 



４ 次の各号に掲げる節の金額について

はその相互間以外に流用することはで

きない。 

４ 次の各号に掲げる節の金額について

はその相互間以外に流用することはで

きない。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 共済費（報償費又は賃金にかかる

社会保険料は除く。） 

(4) 共済費（賃金にかかる社会保険料

は除く。） 

(5)及び(6) （略） (5)及び(6) （略） 

  

（弾力条項の適用） （弾力条項の適用） 

第２２条 部局の長は、法第２１８条第

４項の規定による弾力条項を適用する

必要が生じたときは、弾力条項適用申

請書を作成し、財政課長を経て財政経

営部長に提出するものとする。 

第２２条 部局の長は、法第２１８条第

４項の規定による弾力条項を適用する

必要が生じたときは、弾力条項適用申

請書を作成し、財政経営課長を経て財

政経営部長に提出するものとする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（支出負担行為の手続の特例） （支出負担行為の手続の特例） 

第２５条 部局の長は、次の各号に掲げ

る事項に係る支出負担行為の手続を行

うときは、前条の規定にかかわらず、

支出命令の手続に併せて行うことがで

きるものとする。 

第２５条 部局の長は、次の各号に掲げ

る事項に係る支出負担行為の手続を行

うときは、前条の規定にかかわらず、

支出命令の手続に併せて行うことがで

きるものとする。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

(9) 資金前渡で支出する経費 (9) 資金前途で支出する経費 

(10)から(17)まで （略） (10)から(17)まで （略） 

  

（合議） （合議） 

第２７条 部局の長は、次の各号に掲げ

る事項については、別に定めるものを

除くほか、財政課長を経て財政経営部

長に合議するものとする。ただし、四

日市市事務専決規程（昭和３５年四日

第２７条 部局の長は、次の各号に掲げ

る事項については、別に定めるものを

除くほか、財政経営課長を経て財政経

営部長に合議するものとする。ただ

し、四日市市事務専決規程（昭和３５



市市訓令甲第７号。以下「専決規程」

という。）別表第１に定める課長専決

区分に掲げる事項に係るものについて

は、財政課長の合議にとどめることが

できる。 

年四日市市訓令甲第７号。以下「専決

規程」という。）別表第１に定める課

長専決区分に掲げる事項に係るものに

ついては、財政経営課長の合議にとど

めることができる。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 予算の配当変更、配当替、流用

（第１９条及び第２１条において財

政課の合議が必要な場合に限る。）

及び予備費充用に関すること。 

(8) 予算の配当変更、配当替、流用

（第１９条及び第２１条において財

政経営課の合議が必要な場合に限

る。）及び予備費充用に関するこ

と。 

(9)及び(10) （略）  (9)及び(10) （略） 

  

（継続費） （継続費） 

第２８条 部局の長は、予算に定められ

た継続費について翌年度に繰り越しを

する必要があるときは、財政経営部長

の定める期日までに継続費繰越申請書

を作成し、財政課長を経て財政経営部

長に提出するものとする。 

第２８条 部局の長は、予算に定められ

た継続費について翌年度に繰り越しを

する必要があるときは、財政経営部長

の定める期日までに継続費繰越申請書

を作成し、財政経営課長を経て財政経

営部長に提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 部局の長は、前項により決定された

継続費の繰り越しについて継続費繰越

計算調書（第９号様式）を作成し、翌

年度の５月２０日までに財政課長を経

て財政経営部長に提出するものとす

る。 

３ 部局の長は、前項により決定された

継続費の繰り越しについて継続費繰越

計算調書（第９号様式）を作成し、翌

年度の５月２０日までに財政経営課長

を経て財政経営部長に提出するものと

する。 

４ 部局の長は、継続費に係る継続年度

が終了したときは、継続費精算調書を

作成し、財政課長を経て財政経営部長

に提出するものとする。 

４ 部局の長は、継続費に係る継続年度

が終了したときは、継続費精算調書を

作成し、財政経営課長を経て財政経営

部長に提出するものとする。 

５ （略） ５ （略） 



  

（繰越明許費及び事故繰越し） （繰越明許費及び事故繰越し） 

第２９条 部局の長は、事故繰越しをす

る必要があるときは、財政経営部長の

定める期日までに事故繰越し繰越申請

書を作成し、財政課長を経て財政経営

部長に提出するものとする。 

第２９条 部局の長は、事故繰越しをす

る必要があるときは、財政経営部長の

定める期日までに事故繰越し繰越申請

書を作成し、財政経営課長を経て財政

経営部長に提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 部局の長は、予算に定められた繰越

明許費の繰り越し又は前項により決定

された事故繰越しについて予算繰越計

算調書（第１０号様式）を作成し、翌

年度の５月２０日までに財政課長を経

て財政経営部長に提出するものとす

る。 

３ 部局の長は、予算に定められた繰越

明許費の繰り越し又は前項により決定

された事故繰越しについて予算繰越計

算調書（第１０号様式）を作成し、翌

年度の５月２０日までに財政経営課長

を経て財政経営部長に提出するものと

する。 

４ （略） ４ （略） 

 

（四日市市公会計・行財政改革推進室に関する規則の廃止） 

第６条 四日市市公会計・行財政改革推進室に関する規則（平成２９年四日市市規則

第１９号）は、廃止する。 

 

（四日市市臨時福祉給付金室に関する規則の廃止） 

第７条 四日市市臨時福祉給付金室に関する規則（平成２６年四日市市規則第１９

号）は、廃止する。 

 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（総務部総務課） 


